
（１） 19 8 0年8月１日 かんじゃと医療特旨謳顕

第

　

5
8

　

号

　　

７ｙ

(毎月１日発行)

”
”
・
’
一
・
”
・
・
‘
・
一
一
一
一
’
ｙ
一
一
・
”
・
・
一
・
‘
一
・
‘
－
・
一
一
・
‘
一
‘
・
一
・
一
一
・
“
・
一
一
・
‘
一
ｙ
一
一
・
’
－
・
“
’
一
一
・
”
ｙ
一
一
・
’
‐
ｙ
一
一
・
・
‘
ｙ
・
－
・
・
－
・
・
’
・
‘
－
・
一
一
‘
・
”
’
一
‘
’
‘
ｙ
一
一
・
・
‘
・
”
一
一
・
‘
・
－
・
一
一
‘
一

lり･･|･･
1･･l･･ l･･l･･ p小･ [L,|.･

第５８号

　　　　

茫

　

げ

　

叫

全国患者団体連絡協議会

両以冊め㈹雨卜山２川日3の12

〒180-04re話(0424)93-5871*

　　

郵便痕僣東衣2-4152

購読料 １部110円６ヵ月分660円

1･･l･･1‘･|･･|･･|･･t･･|･･1･･|･･1･･|･･1･･|･･|･･|･･|･･li･1･･|･･i･･j･･|･･1･･|･･|･･|･･|･･|･･|･･|･･1･･|･･1･

全
患
連
・
学
習
交
流
会

5
6
年
度
予
算
で
厚
生
省
交
渉

身
障
者
実
態
調
査
結
果

４
面

６
面

ワ
面

全
有
協
・
全
腎
協
・
全
患
協

運
動
の
交
流
広
場

２
・
３
面

お
も
な
記
事

;1･･|･･|･･|･･1･･|･･1･･|･･1･,|･･1･･|･,1･,|･･1･･|･･1･･|･･1･･|･･j･･|･･1･･|･･1･･|･･l･･l-･1･･|･･l･･1･･|･･i･･|･･1･･|･･|･･|･･|･･i･･|･･|･II･･|･･l･

り
÷
÷
÷
÷
÷
ｙ
一
・
÷
ｙ
一
・
÷
一
一
・
一
一
ｉ
・
・
’
・
÷
一
一
・
÷
÷
÷
÷
一
一
’
÷
÷
’
一
・
÷
’
・
‘
』
÷
・
７
・
－
’
・
’
一
一
一
・
÷
一
一
・
’
：
‐
‘
一
一
一
一
’
・
‐
‘

”
‐
‐
‐
‐
・
’
‐
ｒ



（２）９８０年8月１日
１

療医とやんか第５８号（第三種郵便物認可）

全有協

10回総会

規
律
あ
る
療
養
生
活
を
重
視

　

重
要
な
組
織
活
動
強
化

　

全
有
協
は
、
去
る
七
月
六
日
都
内

湾
区
の
新
橋
福
祉
会
館
に
お
い
て
第

十
回
説
苓
開
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
こ
の
説
＝
で
は
、
会
結
成
以

来
九
年
間
の
記
録
と
も
い
え
る
映
画

「
職
業
病
と
闘
う
ト
廓
茉
中
毒
の
実

態
」
（
東
京
社
会
医
準
研
究
セ
ン

タ
ー
製
作
）
が
上
映
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
映
画
は
、
鉛
中
毒
や
有
機
溶

剤
中
毒
症
な
ど
の
産
業
中
毒
（
職
業

病
）
の
生
々
し
い
実
讐
治
療
実
績

を
記
録
し
た
も
の
で
、
多
く
の
会
員

に
職
業
病
の
恐
し
さ
を
再
認
識
さ
せ

ま
し
た
。

　

午
前
十
時
半
、
開
会
の
あ
い
さ
つ

な
ど
の
あ
と
、
来
賓
の
力
強
い
激
励

と
連
帯
の
あ
い
さ
つ
に
つ
づ
い
て
、

祝
電
、
メ
ヴ
セ
ー
ジ
が
紹
介
さ
れ
総

会
を
一
段
と
盛
り
あ
げ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
活
動
報
告
、
会
計
報
告
お
よ

び
｀
量
報
告
に
も
と
づ
良
居
発
な
討

論
の
あ
と
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

つ
づ
い
て
、
新
年
度
の
運
動
方
針
、

予
算
案
、
規
約
一
部
改
正
案
の
提
案

の
あ
と
討
論
を
深
め
ま
し
た
。

　

方
針
で
は
居
療
を
貴
き
、
健
康

を
と
り
も
ど
す
”
こ
と
を
目
標
に
し

て
、
霞
六
認
定
、
補
償
、
予
防
、
治

療
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
社
会

　

（
職
場
）
復
帰
な
ど
、
職
業
病
の
総

乙
樋
價
の
確
立
を
め
ざ
し
て
運
動
を

強
め
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
重
要
な

組
織
の
拡
大
、
必
要
な
財
政
確
立
、

学
習
活
動
を
重
視
し
、
全
員
参
加
の

〈
居
動
の
確
立
な
ど
の
組
織
活
動
の

強
化
が
特
に
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
面
の
重
点
課
題
と
し
て
、
規
律

あ
る
療
套
生
活
と
自
主
的
・
自
発
的

な
治
寮
、
リ
ハ
ビ
リ
の
取
り
組
み
、

忠
君
の
早
期
救
済
を
最
前
提
に
し
た

労
災
認
定
（
労
災
保
険
の
適
用
）
の

取
り
組
み
、
予
防
対
策
の
充
実
と
早

期
発
見
、
早
期
冶
療
の
確
立
、
職
業

病
か
く
し
や
労
災
保
険
打
ち
切
り
、

解
雇
な
こ
の
思
者
切
り
捨
て
を
強
め

る
労
災
保
険
法
改
悪
に
反
対
し
、
法

制
の
抜
本
改
弟
蜃
求
め
る
全
国
的
な

統
一
し
た
運
動
を
強
め
る
、
な
ど
が

採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
全
会
員
が
団
結
壷
頌
め

運
動
を
前
進
さ
せ
、
来
年
の
十
周
年

を
迎
え
名
こ
と
を
確
認
し
て
、
午
後

四
時
に
閉
ふ
じ
ま
し
た
。

｢日本型福祉社会｣を批判-－－醤

35万署名きめる
全腎協第30回幹事会40都道府県から62人が参加した全腎協幹事会

　

全
国
腎
臓
病
患
者
連
絡
協
議
会

　

（
全
腎
協
）
は
、
七
月
十
九
日
と
二

十
日
の
二
日
間
、
東
京
・
五
反
田
の

全
社
遅
会
館
で
第
三
十
回
幹
事
会
を

開
西
ま
し
た
。

　

こ
の
幹
事
会
は
、
五
月
に
開
い
た

第
十
回
総
会
で
決
め
た
活
動
方
針
を

具
体
化
す
る
た
め
に
開
か
れ
た
も
の

で
、
四
十
都
道
府
県
か
ら
六
十
二
人

の
曾
宍
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
が
出
席
し

ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
あ
い
さ
つ
に
た
っ
た
上

田
会
長
は
、
政
府
が
「
日
本
利
福
祉

社
会
」
と
し
て
国
民
に
ｄ
助
の
精

神
”
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
厳
し

く
批
判
し
、
「
自
助
の
精
神
は
上
か

ら
禰
し
つ
け
ら
れ
る
性
格
の
も
の
で

は
な
く
、
自
発
的
意
志
に
も
と
づ
く

も
の
で
、
国
が
こ
ろ
し
た
こ
と
を
い

う
の
は
国
の
責
任
を
放
棄
す
る
も
の

だ
。
最
近
の
福
祉
へ
の
攻
撃
は
と
く

に
強
ま
っ
て
い
る
が
、
全
会
員
か
団

結
し
て
運
動
を
す
す
め
よ
う
」
と
強

調
し
ま
し
た
。

　

会
議
で
は
、
各
県
代
表
か
ら
の
盾

動
状
況
と
そ
の
成
果
が
報
告
さ
れ
、

運
営
委
員
会
の
活
動
報
告
が
お
こ
な

わ
れ
た
あ
と
、
多
く
の
議
題
に
つ
い

て
真
剣
な
討
論
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
う
ち
、
明
年
に
迎
吝
心
全
腎

協
緒
成
十
周
年
の
記
金
事
業
に
つ
い

て
、
ぷ
第
十
一
回
総
会
を
記
念
総
会

と
し
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
お
こ
な
う

こ
と
②
「
全
腎
協
十
年
の
あ
ゆ
み
」

を
発
行
す
る
こ
と
③
記
m
賀
ふ
苓

開
く
こ
と
④
十
周
年
記
高
5
0
号
記

｛
乙
の
会
報
を
発
行
す
る
こ
と
⑤
シ
ン

ボ
ル
マ
ー
ク
を
公
募
す
る
こ
と
な
ど

を
浜
め
ま
し
た
。

　

ま
た
、
毎
年
一
回
お
こ
な
っ
て
い

る
国
会
請
願
夭
「
年
も
お
こ
な
い
、

署
名
目
標
を
三
十
五
万
人
（
前
年
実

績
二
十
九
万
人
）
と
し
て
取
り
組
む

こ
と
も
決
め
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
会
議
で
は
、
［
当
面
の
情

勢
と
今
後
の
運
動
の
す
す
め
万
］
と

し
て
、
健
保
、
公
費
医
療
、
予
算
、

医
療
費
問
題
な
ど
を
め
ぐ
る
厳
し
い

情
勢
に
つ
い
て
討
議
し
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
情
勢
に
関
連
し
て
、
い
く
つ

か
の
地
域
で
は
、
県
単
独
事
業
の
医

療
費
助
成
制
度
が
町
得
制
限
の
な
い

と
こ
ろ
に
新
た
に
導
人
さ
れ
る
動
き

や
、
透
肘
医
療
費
の
更
生
医
寮
優
先

利
用
の
指
導
強
化
な
ど
が
報
告
さ
れ

ま
し
た
。
会
議
で
は
、
こ
ろ
し
た
中

央
、
地
方
の
福
祉
を
め
ぐ
る
厳
し
い

状
況
を
会
員
に
知
ら
せ
、
学
習
を
痕

め
な
が
ら
、
創
意
あ
る
運
動
受
回
め

て
い
く
こ
と
恋
唯
認
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
雇
用
促
進
月
間
で
の
各
地

域
に
お
け
る
就
職
運
動
の
取
り
組

み
、
国
際
障
害
看
年
を
成
功
さ
せ
る

た
め
の
取
り
組
み
の
強
化
な
ど
に
つ

い
て
釦
訂
議
し
ま
し
た
。
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全国ハ氏病患者協1

間回復の
本土一長島架橋を運動

　

岡
山
県
の
南
端
、
瀬
戸
内
海
に
浮

か
ぶ
孤
島
（
長
島
）
に
、
二
つ
の
国

立
ハ
ン
セ
ン
氏
病
療
養
所
が
あ
り
ま

す
（
長
島
愛
生
園
、
邑
久
光
明
園
両

施
設
の
入
所
若
と
職
員
の
総
数
二
千

五
百
人
）
。
両
施
設
の
入
所
者
と
当

局
が
一
は
と
な
っ
て
、
本
４
　
左
長
島

を
結
ぶ
架
橋
（
海
上
五
十
と
を
要

求
し
て
か
ら
九
年
た
ち
ま
し
た
が
、

ま
だ
実
凧
じ
て
い
ま
せ
ん
。

　

全
患
協
は
、
長
島
架
橋
を
ズ
間

回
復
の
轡
と
位
置
づ
け
、
現
地
と

一
体
と
な
っ
て
早
期
実
現
さ
せ
る
た

め
の
運
動
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
本
年

は
、
関
係
各
団
体
な
ど
の
協
力
を
お

願
い
し
て
、
国
会
請
願
署
名
、
厚
生

省
交
渉
な
ど
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

』
分
と
日
本
の
ハ
氏
病
対
策
の

出
発
点
は
、
串
吾
を
僻
地
や
孤
島
に

強
制
隔
離
し
、
医
療
も
生
活
も
、
そ

れ
こ
そ
生
き
る
こ
と
の
す
べ
て
を
施

設
の
中
に
閉
口
込
め
、
重
病
者
や
不

自
由
者
の
看
護
を
は
じ
め
と
す
る
施

設
の
運
営
に
、
患
者
の
労
力
を
最
大

限
に
利
用
し
な
が
ら
、
患
者
の
処
遇

は
「
ト
罪
一
等
を
減
じ
た
」
罰
人
並

み
に
扱
っ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
こ

の
状
聾
ほ
戦
後
か
久
し
く
つ
づ
き
ま

す
。
こ
の
歴
中
葡
事
実
こ
そ
は
、
日

本
の
ハ
氏
病
政
策
の
特
徴
で
あ
り
ま

す
。
長
島
に
療
養
所
を
設
置
し
た
理

由
も
、
島
に
収
脊
‥
－
だ
「
―
彼
等
を

し
て
全
く
帰
還
不
可
能
な
る
こ
と
を

悟
ら
し
め
る
」
必
要
か
ら
で
し
た
。

　

厚
生
省
が
現
在
指
導
し
て
い
る
開

放
医
療
政
策
は
多
く
の
社
会
復
帰
者

の
実
現
、
社
会
的
交
流
の
自
由
、
一

般
の
医
療
機
関
へ
の
入
、
通
院
が
実

現
す
る
と
こ
ろ
ま
で
進
邱
Ｕ
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
は
、
隔
離
政

策
の
名
残
り
で
あ
る
孤
島
の
不
合
理

性
は
依
然
と
し
て
残
存
さ
せ
た
ま
ま

で
す
。
長
易
架
橋
は
、
全
国
ハ
氏
病

入
所
者
の
ズ
間
回
復
の
橋
”
と
し

て
、
人
道
的
に
も
大
き
な
意
義
と
価

値
の
あ
る
橋
で
す
。
関
係
団
体
の
ご

支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

流本

　

鈴
木
新
内
閣
が
十
七
日
に
静
か

に
発
足
し
ま
し
た
。
こ
の
新
内
閣

の
成
立
に
は
、
従
来
と
異
っ
だ
も

の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
は

自
民
党
の
派
閥
の
ゴ
リ
押
し
が
表

面
的
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
。
そ
の
二
つ
は
首
相
の
政
見
が

表
明
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

　

政
治
姿
勢
と
し
て
「
和
」
の
政

治
を
つ
ら
ぬ
く
こ
と
を
記
者
ふ
晋
匹

で
明
う
ひ
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の

　

「
和
」
の
政
治
姿
勢
に
次
の
こ
と

を
問
わ
ず
に
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

患
者
、
障
｀
暑
が
切
実
に
私
と

め
て
い
る
の
は
、
安
心
し
て
病
気

の
防
衛
費
増
額
、
武
器
の
海
外
輸

出
論
な
ど
で
す
。

　

新
内
閣
の
全
容
や
性
格
を
論
じ

る
の
は
早
計
の
感
が
し
ま
す
が
、

し
か
し
、
そ
の
性
格
の
一
端
を
示

し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ

新
内
閣
と
社
会
保
障

の
治
せ
る
保
障
で
す
。
と
り
わ
け

物
価
を
抑
制
し
、
健
保
改
悪
を
や

め
年
金
改
善
を
い
そ
ぐ
こ
と
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
新
内
閣
が
発
足

し
て
半
月
も
た
た
ず
し
て
鮮
明
に

な
っ
て
き
た
こ
と
は
、
憲
法
無
視

ん
。

　

わ
た
し
た
ち
が
か
こ
め
る
の
は

『
こ
の
憲
法
が
保
障
す
る
権
利
は
、

国
民
の
不
断
の
努
力
』
、
そ
れ
は

健
康
で
文
化
的
な
王
活
を
要
求
す

る
た
め
に
、
困
難
に
め
げ
ず
に
と

り
く
ん
で
い
る
思
者
団
体
に
こ
そ

　

「
和
」
の
政
治
の
広
場
を
ひ
ろ
げ

る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
Ｉ

　

現
実
は
そ
れ
と
は
逆
に
右
ま
わ

り
の
速
度
を
早
め
て
い
る
動
向

に
、
警
戒
の
ま
な
こ
を
む
け
な
い

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
真
の

　

「
和
」
の
政
治
の
光
が
医
療
、
福

祉
の
分
野
に
大
き
く
あ
た
る
よ
う

に
、
い
っ
そ
ラ
大
き
く
運
動
の
輪

を
ひ
ろ
げ
る
こ
と
が
急
務
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
生

活
の
視
点
か
ら
薪
内
閣
の
動
向
、

性
格
を
冷
静
に
み
つ
め
て
み
よ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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困
難
を
克
服
し
つ
つ

患
者
運
動
の
団
結
を

全
国
患
者
家
族
集
会
第
８
回
実
行
委
員
会

　

全
国
‘
壹
豪
族
集
会
実
行
委
員
会

は
、
七
月
十
二
日
、
東
京
・
神
田
の

全
国
言
艮
蔵
で
第
八
回
実
行
委
員

会
を
開
き
ま
し
た
。

　

こ
の
会
議
は
、
昨
年
一
月
の
第
七

回
実
行
術
貝
会
以
来
、
一
年
半
ぶ
り

に
開
か
れ
た
も
の
で
、
伊
藤
、
上
田

両
代
表
幹
事
、
山
本
事
務
局
長
ら
役

員
、
各
団
体
代
表
十
三
人
が
出
堺
し

ま
し
た
。

　

会
議
で
は
、
山
本
事
務
局
長
が
選

出
に
体
で
あ
る
日
騏
同
盟
、
全
患
遅

の
役
員
を
辞
任
し
た
こ
と
か
ら
、
実

行
委
員
会
の
事
務
局
長
も
辞
任
し
た

い
と
の
申
し
出
が
あ
り
、
こ
れ
を
承

認
し
ま
し
た
。
ま
た
、
事
務
局
か
ら

前
回
実
行
委
員
会
以
後
の
活
動
ト
健

保
法
、
公
費
医
原
制
度
改
悪
の
反
対

運
動
、
ニ
ニ
ー
ス
の
発
行
、
幹
事
会

の
開
催
な
ど
が
報
告
さ
れ
、
会
計
報

告
、
同
監
査
堡
に
と
と
も
に
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
あ
と
、
出
席
各
団
体
の
活
動

状
況
と
あ
わ
せ
て
実
行
委
員
会
の
今

後
の
運
営
、
組
織
上
の
問
題
が
話
し

合
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
討
議

に
関
連
し
て
、
伊
藤
代
表
幹
事
（
北

海
道
難
病
連
）
か
ら
「
福
祉
切
ひ
捨

て
の
中
で
、
息
音
運
動
の
果
た
す
役

割
は
益
々
大
き
く
な
っ
て
い
る
が
、

思
者
運
動
の
中
に
一
定
の
因
羅
な
状

況
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
う

し
た
中
で
運
動
を
発
展
さ
せ
る
た
め

に
は
患
者
運
動
の
団
結
が
必
要
で
あ

る
こ
と
、
具
体
的
に
は
思
者
団
体
の

統
｝
運
動
体
の
結
成
が
も
と
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
全
国
思
者
ふ
屋
の
建

設
ま
た
は
事
務
セ
ン
タ
ー
的
な
も
の

を
確
保
す
る
こ
と
」
な
ど
を
要
旨
と

す
る
「
メ
モ
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
意
見
も
ふ
く
め
て
実
行

委
員
会
の
今
後
の
運
営
に
つ
い
て
討

議
し
ま
し
た
が
、
具
体
的
な
緒
論
は

出
ず
、
当
面
、
全
墨
贋
全
難
連
、

地
難
連
が
中
央
、
地
域
の
医
療
と
福

祉
の
状
況
を
ま
と
め
、
全
国
に
知
ら

せ
て
い
く
こ
と
、
国
際
障
害
者
年
へ

の
取
り
組
み
を
各
団
体
が
強
め
る
こ

と
。
一
昨
年
の
簒
蒔
に
提
出
し
た

要
求
を
各
団
体
が
点
検
じ
て
い
く
こ

と
な
ど
を
確
四
巴
、
事
務
局
極
の
後

任
は
補
充
せ
ず
現
体
制
の
ま
事
と
し

今
後
の
問
題
は
各
団
体
で
さ
ら
に
討

議
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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社会保障への攻撃を
うとらえよニＣ

的
心。
□総

学
習
会

　

全
患
連
で
は
「
健
保
、
公
費
医
療

の
啓
蒙
必
ぐ
る
当
面
の
情
勢
と
課

題
に
つ
い
て
」
の
学
習
と
交
襲
苓

七
月
十
五
日
、
午
後
二
時
か
ら
五
時

ま
で
参
議
院
第
四
会
議
室
で
開
き
ま

し
た
。
こ
の
学
習
会
に
は
心
臓
病
の

子
こ
も
を
守
る
会
、
全
腎
協
、
全
患

協
、
全
有
協
、
全
交
災
、
日
患
同
盟

の
代
表
が
参
加
し
、
鈴
木
代
表
委
員

の
司
会
で
、
古
川
圭
助
氏
（
日
患
副

会
長
）
が
約
一
時
間
に
わ
た
っ
て
課

題
に
そ
っ
て
説
明
じ
ま
し
た
。
そ
の

あ
と
各
団
体
の
運
動
発
展
の
た
め
に

改
善
す
べ
き
こ
と
な
ど
ふ
く
め
、
質

問
と
交
流
を
お
こ
な
い
有
意
義
な
学

習
会
と
な
り
ま
し
た
。

当
面
の
情
勢
の
特
徴

　

学
習
交
流
会
は
、
ま
ず
は
じ
め
に

　

「
当
面
の
情
勢
と
五
十
六
年
度
予
算

編
成
を
め
ぐ
る
特
徴
」
と
し
て
、
目

を
そ
ら
Ｔ
こ
と
の
で
き
な
い
政
治
状

況
と
し
て
、
田
両
院
同
時
選
挙
結
果

と
特
別
国
会
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
中
で
、
自
民
党
が
多
数
確
保

に
よ
る
政
治
経
済
に
及
ぼ
す
彫
響

と
、
国
権
の
最
高
機
関
で
糸
名
国
会

運
営
に
変
化
が
生
れ
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
が
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
と
く

に
「
和
」
の
政
治
姿
勢
が
強
調
さ
れ

な
が
ら
、
衆
議
院
の
常
任
壱
貫
長
を

自
民
党
が
ひ
と
り
じ
め
し
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
主
権
者
と

し
て
請
願
書
を
審
議
さ
せ
る
運
動
が

大
事
な
こ
と
が
の
べ
ら
れ
ま
し
た
。

と
り
わ
け
恚
烹
面
い
も
の
い
じ
め

の
健
保
改
悪
、
郵
便
法
の
改
悪
阻
止

に
力
を
そ
そ
ぐ
こ
と
が
当
面
重
要
な

こ
と
が
の
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

つ
づ
い
て
、
㈲
五
十
六
年
度
予
算

を
め
ぐ
る
動
啓
こ
し
て
、
財
政
法
に

も
と
づ
く
概
算
要
求
編
成
に
対
す
る

厚
生
省
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
、

立
ち
入
っ
た
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
中
で
、
概
算
要
求
づ
く
り
が

例
年
と
ち
が
っ
た
う
ご
孝
こ
し
て
、

自
民
党
か
多
数
を
占
め
た
こ
と
に
勢

い
を
え
て
、
「
自
助
自
立
を
基
本
と

す
る
日
本
皐
福
祉
」
を
具
体
化
す
る

た
め
に
、
財
政
危
機
を
新
聞
な
ど
を

通
じ
て
宣
伝
を
先
行
さ
せ
な
が
ら
、

昨
年
暮
の
厚
生
大
臣
と
大
蔵
大
臣
と

の
覚
嗇
（
老
人
医
療
費
の
有
料
化
、

児
童
不
当
の
廃
止
な
ど
）
を
実
施
す

る
体
制
づ
く
り
を
す
す
め
よ
う
こ
し

て
い
る
こ
と
、
国
民
に
は
福
祉
切
り

す
て
に
よ
る
た
え
が
た
い
医
療
、
生

活
を
強
い
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で

の
増
額
を
、
ハ
ワ
イ
で
の
日
米
軍
事

実
務
者
会
談
の
約
束
を
大
手
を
ふ
る

っ
て
す
す
め
よ
う
と
し
て
い
る
実
態

に
目
を
む
け
る
こ
と
が
、
今
日
の
情

勢
を
み
る
場
合
に
大
事
な
こ
と
が
指

摘
さ
れ
ま
し
た
。

厚
生
省
の
姿
勢
に
注
目

　

厚
生
省
の
課
題
と
姿
勢
と
し
て
、

興
味
あ
る
こ
と
か
ぶ
れ
ら
れ
ま
し

た
。
さ
け
て
と
お
れ
な
く
な
っ
て
い

る
高
令
者
社
会
を
前
に
し
て
、
中
高

年
令
者
の
健
康
、
医
療
、
生
活
を
ど

之
保
障
す
る
の
か
、
ま
た
国
際
障
害

者
年
を
来
年
に
ひ
か
え
て
い
る
こ

と
、
健
保
、
年
金
、
結
核
な
ど
公
費

医
療
制
度
に
つ
い
て
ど
う
対
処
す
る

の
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
従
来
、
厚

生
省
が
概
算
要
求
作
成
の
と
き
対
外

的
に
強
調
し
て
き
た
「
社
会
保
障
は

国
民
の
基
本
的
権
利
と
し
て
経
済
に

左
右
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
」
と
い
う

姿
勢
で
の
ぞ
む
の
か
ど
ラ
か
。

　

し
か
し
、
自
民
党
多
扮
苓
好
機
到

来
と
う
け
こ
め
、
従
来
や
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
堂
々
と
や
ろ
う
と
い
う
、

旧
内
務
官
僚
系
と
い
わ
れ
る
官
僚
の

発
言
権
の
強
化
、
逆
に
良
心
的
な
官

僚
の
発
言
権
の
低
下
、
保
身
化
が
Ｔ

す
む
も
の
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
私
と
で
、
口
結

核
、
難
病
な
ど
の
公
費
医
療
制
度
の

改
蓼
ｔ
め
ぐ
る
動
章
と
し
て
、
結
核
、

難
病
な
ど
の
公
費
医
療
関
係
予
算
と

児
童
不
当
関
係
の
予
算
は
従
来
ど
お

り
の
方
針
で
要
求
し
て
い
く
こ
と
は

確
認
で
き
ま
す
。
も
っ
と
も
璽
視
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
八
月

下
旬
の
省
議
の
中
味
と
と
も
に
、
九
、

十
、
十
一
月
に
大
蔵
省
が
査
定
に
入

る
、
そ
の
動
き
で
す
。
注
意
す
べ
き

こ
と
と
し
て
大
蔵
省
の
体
制
が
強
化

さ
れ
、
損
当
者
が
そ
の
筋
の
ベ
テ
ラ

ン
を
あ
て
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

福
祉
切
吋
予
て
政
策
は
、
労
働
者

の
権
利
侵
害
、
労
働
組
合
の
変
質
、

平
和
、
民
主
的
権
利
の
侵
｀
巻
着
々

と
す
す
め
る
な
か
で
行
わ
れ
る
こ
と

を
し
っ
か
吋
と
と
ら
え
る
こ
と
の
屯

要
な
こ
と
が
の
べ
ら
れ
ま
し
た
。

要
求
の
根
拠
を
明
確
に

平
和
を
脅
し
、
憲
法
違
反
の
防
衛
費

　

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
和
こ
で
［
福
祉
の
危
機
れ
闘
と
生
活
、
医
療
防
衛

と
拡
充
運
動
の
前
進
の
た
め
に
」
次

の
こ
と
が
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
運
動
に
と
り
く
む
基
本
姿
勢

と
し
て
、
①
患
者
、
障
害
者
の
要
求

は
、
国
の
行
政
の
失
策
や
た
い
ま
ん

に
よ
っ
て
深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
、

②
患
者
の
要
求
は
、
憲
法
二
十
五
条

や
十
三
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
当

然
の
権
利
で
あ
る
こ
と
、
③
そ
う
し

た
民
主
的
権
利
豪
目
覚
す
る
た
め
に

く
り
か
え
し
学
習
す
る
こ
と
、
④
社

会
保
障
に
た
い
す
る
攻
撃
を
総
合
的

に
と
ら
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ

と
、
⑤
凛
箭
の
法
則
笹
亡
し
っ
か
り

と
つ
か
む
こ
と
、
⑥
｀
八
通
の
立
場
に

い
る
思
者
、
障
害
者
、
家
族
の
人
た

ち
に
ど
れ
だ
け
多
く
呼
び
か
け
、
共

同
行
動
を
広
め
る
か
大
切
で
あ
る
こ

と
、
⑦
民
主
団
体
、
労
働
組
合
と
の

共
同
行
動
の
道
を
遭
求
す
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
の
べ
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
実
績
は
各
団
体
が
も

っ
て
お
り
、
い
ま
そ
の
教
訓
か
>
ｓ
亭

び
、
交
流
を
ふ
か
め
、
実
践
を
生
か

す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
駁
後
に
、
当
面
の
課
題
と

し
て
、
要
求
の
背
景
や
正
当
性
、
性

格
、
根
拠
な
ど
を
明
確
に
し
つ
つ
、

李
靭
、
討
論
を
通
じ
て
思
者
運
動
の

今
貝
昌
我
を
し
っ
か
り
つ
か
み
、

役
員
を
育
て
て
い
く
こ
と
な
ど
が
大

切
で
ゑ
名
と
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
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新
社
会
労
働
委
員
決
ま
る

衆
参
両
院
と
も
自
民
が
過
半
数
こ
え
る

　

衆
参
同
時
選
挙
後
の
第
九
十
二

特
別
国
会
が
七
月
十
七
日
招
集
さ

れ
、
両
院
の
常
任
・
特
別
委
員
会

の
構
成
が
決
り
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
衆
院
の
社
労
委
は
、

委
員
長
が
山
下
徳
夫
氏
（
自
）
、

理
事
は
今
井
勇
、
戸
井
田
三
郎
、

戸
沢
政
方
、
湯
川
宏
（
以
上
自
民

党
）
、
田
口
一
男
、
森
井
忠
良

　

（
以
上
社
会
党
）
、
平
石
磨
作
大

郎
（
公
）
、
米
沢
隆
（
民
）
の
各

　

衆
参
回
遊
挙
後
の
特
別
国
会

で
、
鈴
木
新
内
閣
は
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
が
、
同
時
選
挙
で
自
民
党

が
多
数
を
獲
得
し
た
こ
と
に
力
を

得
て
、
早
く
‐
資
木
首
相
を
は
じ

め
、
斉
藤
邦
吉
新
厚
生
大
臣
ら
の

口
か
ら
「
福
祉
見
直
し
」
の
強
気

な
発
言
が
次
々
と
飛
び
出
し
て
い

ま
す
。

　

七
月
十
九
日
の
読
売
新
聞
に
よ

φ
『
斉
藤
厚
相
は
、
先
の
通
常

氏
で
、
自
2
5
、
社
９
、
公
２
、
民

２
、
共
２
、
新
自
ク
ー
、
社
民
連

１
の
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
参
院
社
労
委
は
委
員
長

が
片
山
甚
市
氏
（
社
）
、
理
事
は

逮
藤
政
夫
、
佐
々
木
満
（
以
上
自

民
）
、
高
杉
廸
忠
（
社
）
、
小
平

芳
平
（
公
）
の
各
氏
で
、
自
り

社
４
、
公
２
、
共
１
、
民
１
、
新

政
ク
ー
、
無
１
の
冊
成
で
す
。

　

こ
の
結
果
、
両
院
と
も
社
会
労

国
会
で
廃
案
と
な
っ
た
厚
生
年
金

法
の
取
り
扱
い
に
関
連
し
て
、
老

齢
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
を
現
行

の
六
十
歳
か
ら
六
十
五
歳
に
す
る

方
針
を
、
国
会
対
策
上
通
常
国
会

で
は
現
行
ど
咎
と
す
る
と
し
て

ぃ
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
再
び
六
４
　

五
歳
に
す
る
方
針
で
あ
る
と
い
わ

れ
、
ま
た
、
同
厚
相
は
二
十
一
日

に
は
、
老
人
医
療
の
一
部
負
担
の

導
入
を
ほ
の
め
か
す
発
言
を
し
て

働
委
員
会
は
自
民
党
が
過
半
数
を

上
回
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
両
院
で
与
党
が
多

数
を
占
め
た
こ
と
は
、
今
後
に
ひ

か
え
る
健
保
、
年
金
、
老
人
医
療
、

公
費
医
療
な
ど
の
国
会
論
議
に
大

き
く
影
響
す
る
と
み
ら
れ
ま
す
。

い
穿
Ｔ
。

　

一
方
、
鈴
木
首
相
も
三
十
一
日
、

児
童
子
当
、
老
人
医
療
制
度
に
つ

い
て
「
思
い
切
っ
た
所
得
制
限
を

導
入
す
る
考
え
」
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
、
福
祉
へ
の
敵
視
を

あ
か
ら
さ
ま
に
し
て
い
ま
す
。

鈴
木
新
内
閣
は
福
祉
敵
視

新
閣
僚
の
「
見
直
し
」
発
言
あ
い
つ
ぐ

難
病
研
究
班
が
編
成
替
え

5
5
年
度
特
定
疾
患
調
査
研
究
班
を
発
表

　

厚
生
省
は
六
月
二
十
六
日
、
昭

和
五
十
五
年
度
の
特
定
疾
患
（
難

病
）
調
査
研
究
班
の
編
成
替
え
と

班
長
名
を
発
表
し
ま
し
た
。

　

研
究
班
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
四

十
三
班
で
、
こ
の
う
ち
四
班
が
編

成
替
え
と
な
り
、
八
班
の
班
長
が

　

厚
生
省
は
七
月
二
日
、
「
日
本

人
の
平
均
余
命
、
昭
和
五
十
四
年

度
簡
易
生
命
表
」
を
発
表
し
ま
し

た
。

　

発
表
に
よ
る
と
、
男
の
平
均
寿

命
は
七
光
于
四
六
歳
で
、
女
は

七
八
・
八
九
歳
と
な
り
、
男
女
と

交
代
し
ま
し
た
。
四
十
三
班
の
う

ち
二
十
三
班
は
疾
患
別
の
研
究
班

で
、
二
十
班
が
横
断
的
研
究
班
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

編
成
替
え
と
な
っ
た
研
究
班
は

次
の
と
お
り
で
す
。

▼
間
質
性
鱈
蛮
Ｔ
旧
「
肺
線
維

症
」
研
究
班
で
、
肺
豚
維
症
の
前

段
階
で
あ
る
間
質
性
肺
炎
、
細
気

管
支
肺
炎
の
研
究
を
重
点
と
す
る

▼
難
治
性
豚
疾
患
＝
旧
「
慢
性
豚

も
前
年
よ
り
伸
び
、
男
は
世
界
一

に
、
女
も
世
界
第
二
位
と
な
り
ま

し
た
。

　

「
平
均
余
命
」
と
は
、
現
在
何

歳
の
大
が
あ
と
何
年
生
き
る
こ
と

が
で
き
る
か
を
推
計
し
た
も
の

で
、
「
平
均
寿
命
」
は
ゼ
ロ
歳
の

人
の
「
平
均
余
命
」
を
推
計
し
た

も
の
で
す
。

　

こ
の
統
計
を
職
後
の
昭
和
二
十

二
年
の
第
八
回
生
命
表
と
比
べ
る

炎
」
の
研
究
班
で
、
豚
線
維
化
の

成
因
、
疼
痛
の
発
生
機
序
、
謀
の

う
包
性
線
維
症
を
ふ
く
む
難
治
性

豚
疾
思
の
研
究
を
お
こ
な
う

▼
消
化
吸
収
障
害
＝
旧
「
吸
収
不

良
症
候
群
」
研
究
班
。
各
種
消
化

管
難
病
の
術
後
管
理
技
術
を
消
化

吸
収
障
害
の
立
場
か
ら
確
立
す
る

▼
前
庭
機
能
異
常
＝
旧
［
メ
ニ
エ

ー
ル
病
］
研
究
班
。
め
ま
い
を
中

心
と
し
て
研
究
領
域
を
拡
大
す
る

と
、
男
二
十
乎
四
歳
、
女
二
十

四
・
九
三
歳
が
そ
れ
ぞ
れ
伸
び
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
特
定
の
病
気
で
死
亡
す

る
こ
と
を
除
い
て
平
均
寿
命
を
推

定
す
る
と
、
男
で
は
悪
性
新
生
物

　

（
が
ん
）
三
・
〇
五
歳
、
脳
血
管

疾
恵
二
こ
〈
九
歳
、
心
疾
患
「

九
二
歳
が
そ
れ
ぞ
れ
伸
び
る
と
推

計
さ
れ
、
女
で
も
悪
性
新
生
物
が

ト
″
プ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

昆
男
7
3
歳
・
女
7
8
歳
に

5
4
年
度
の
「
日
本
人
の
平
均
余
命
」
発
表
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全
患
連
が
5
6
年
度
予
算
で
厚
生
省
交
渉

患
者
の
医
療
と
生
活
改
善
を
要
求

　

全
国
思
者
団
体
連
絡
協
議
会
は
七

月
十
五
日
、
厚
生
省
に
た
い
し
「
難

治
性
思
者
と
職
業
病
患
者
の
医
療
と

生
活
、
社
会
復
帰
の
た
め
の
五
十
六

年
底
予
算
政
府
案
編
成
に
た
い
す
る

要
請
」
行
動
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　

こ
の
日
、
全
思
協
、
全
腎
協
、
心

臓
病
、
全
交
災
、
全
有
協
、
互
療
会
、

日
患
な
ど
代
表
十
二
名
が
参
加
し
、

厚
生
省
側
か
ら
保
険
局
、
公
衆
衛
生

局
、
医
務
局
、
年
金
・
局
、
児
童
家
庭

局
、
社
会
局
の
六
局
十
二
課
の
課
長

補
佐
、
係
長
ら
二
十
名
が
応
対
し
ま

し
た
。

　

代
表
は
、
来
年
の
国
際
障
害
者
年

に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
、
医
療
と
福

祉
の
拡
充
を
実
現
す
る
よ
’
箪
命
状

況
を
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
冒
頭
に
要

請
し
た
あ
と
、
①
患
者
犠
牲
の
健
康

保
険
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
保
険
な

ら
び
に
公
費
負
担
医
療
の
改
悪
に
反

対
、
②
難
治
件
長
期
病
患
者
の
医
療

を
総
合
的
に
保
障
す
る
制
度
改
正
と

予
算
膏
計
上
し
て
下
さ
い
、
③
高
齢

厚生省と交渉する全患連代表ら

　

（７月15日一厚生省で）

患
者
の
安
心
で
き
る
医
寮
と
、
福
祉

制
度
を
確
立
す
る
た
め
の
予
算
を
計

上
し
て
下
さ
い
、
④
患
者
（
障
害
者
）

の
不
安
な
生
活
を
安
定
さ
せ
る
た
め

に
諸
制
度
の
改
正
と
予
算
受
計
上
し

て
下
さ
い
Ｉ
な
ど
、
六
項
目
に
わ
た

り
要
請
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
た
い
し
厚
生
省
の
主
な
回

答
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

　

保
険
課
健
康
保
険
改
正
は
五
二

年
十
二
月
の
潭
辺
厚
相
の
時
（
私
案

で
）
だ
さ
れ
た
が
、
先
の
国
会
で
四

党
修
正
合
意
が
あ
っ
た
が
流
れ
た
、

こ
ん
ご
ど
ろ
す
る
か
方
針
が
決
っ
て

い
な
い
。

　

結
核
成
人
病
課
毎
年
八
万
人
も

新
規
発
生
し
て
お
り
、
治
療
を
う
け

て
い
る
の
は
三
十
万
人
お
り
結
核
は

最
大
の
伝
染
病
で
あ
り
、
強
化
李
″

吋
徒
来
通
り
の
予
算
を
要
求
す
る
。

　

医
療
課
套
雪
積
を
な
く
す
る

こ
と
は
、
む
づ
か
し
い
が
、
保
険
外

負
担
の
な
い
よ
う
に
努
力
す
る
。

　

指
導
課
救
急
医
療
に
つ
い
て
二

年
計
画
を
抵
昼
し
た
。
実
情
も
調
査

し
た
の
で
財
政
措
置
を
し
た
い
。

　

難
病
課
研
究
の
成
果
で
、
亡
く

な
る
人
の
生
命
が
の
び
て
い
る
、
原

因
の
究
明
と
治
療
に
一
四
億
円
を
み

て
い
る
。

　

老
人
保
健
課
三
月
三
十
一
日
に
一

審
議
会
に
諮
問
中
、
財
政
調
整
、
費

用
負
担
の
あ
り
方
な
ど
検
討
し
た

い
。
在
宅
訪
問
は
五
三
年
度
か
ら
実

施
し
、
五
六
年
度
も
す
す
め
た
い
。

　

年
金
課
財
政
再
建
で
一
年
く
り

あ
げ
て
今
年
や
っ
た
が
、
国
会
で
廃

案
に
な
り
、
改
弟
苓
め
ざ
し
た
い
。

　

保
険
庁
業
務
課
障
害
基
準
に
つ

い
て
現
在
の
と
こ
ろ
改
正
は
考
え
て

い
な
い
。

　

保
護
課
基
準
額
の
引
上
げ
は
こ

ん
ご
の
経
済
状
況
を
み
つ
め
な
が
ら

す
す
め
た
い
。

　

更
生
課
障
害
者
問
題
に
つ
い
て

総
ふ
晶
に
検
討
し
て
も
ら
ら
た
め
、

審
議
会
で
検
討
し
て
い
た
だ
い
て
い

る
が
結
論
が
で
て
い
な
い
。
内
部
障

害
者
に
対
す
る
国
鉄
運
賃
割
引
は
現

奮
Ｗ
、
障
憲
屎
尿
は
横
な
ら
び

で
あ
る
Ｉ
と
答
え
ま
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
日
厚
生
省
に
た
い
し

て
提
出
し
た
全
患
運
の
統
一
要
求
は

別
項
の
と
お
り
で
す
。

統
一
要
求

　

（
要
旨
）

一
、
患
者
犠
牲
の
医
療
保
険
、
公
費

　

負
担
医
療
の
改
悪
に
反
対

　

①
鴨
何
引
き
下
げ
、
思
者
負
担
増

　

額
、
新
設
を
や
め
、
本
人
、
家
族

　

と
も
十
割
綸
付
に
②
各
種
公
費
医

　

原
の
保
険
優
先
へ
の
移
行
、
患
者

　

負
担
強
化
反
対
③
差
額
徴
収
、
付

　

添
看
護
料
、
通
院
交
通
費
、
血
液

　

集
め
の
廃
止
ま
た
は
解
消
④
障
害

　

者
児
医
療
の
無
料
化
新
設

二
、
難
治
件
長
期
病
思
者
の
医
療
を

　

竪
昌
に
保
障
す
る
制
度
改
正

　

①
予
防
、
検
査
、
治
療
、
リ
ハ
ピ

　

リ
を
医
療
保
険
、
公
費
医
療
で
②

　

医
療
従
事
者
の
増
員
、
救
急
、
地

　

域
、
高
吟
百
、
障
害
者
医
療
な
ど

　

の
改
善
③
医
学
、
医
療
研
究
の
促

　

進
④
難
病
の
総
合
医
療
、
福
祉
セ

　

ン
タ
ー
の
設
置

三
、
高
齢
思
者
の
医
療
と
福
祉
制
度

　

の
確
立

　

①
老
ム
ほ
療
有
料
化
反
対
②
ね
た

　

き
妁
老
人
の
訪
問
診
療
、
看
護
の

　

実
施
③
在
宅
忠
貢
障
害
者
の
訪

　

問
リ
ハ
ビ
リ
、
巡
回
入
浴
の
実
施

　

④
老
齢
福
祉
・
老
齢
年
金
額
の
引

　

き
上
げ
⑤
高
齢
著
雇
用
の
促
進

四
、
思
者
、
障
害
者
の
生
活
安
定
の

　

た
め
の
諸
制
度
の
改
正

　

①
公
共
料
金
値
上
げ
反
対
②
不
況

　

と
イ
ン
フ
レ
の
長
期
化
、
患
者
、

　

障
宍
暑
の
首
切
り
反
対
③
二
十
歳

　

前
、
国
年
発
足
前
の
障
害
者
に
障

　

｀
燦
金
を
④
障
害
年
金
、
障
害
福

　

祉
年
金
額
の
引
率
エ
げ
⑤
国
年
の

　

障
害
・
障
害
福
祉
年
金
に
三
級
新

　

設
⑥
障
害
等
級
、
認
定
基
準
の
改

　

正
ｍ
害
操
護
基
準
、
各
種
加
算

　

の
引
き
上
げ
原
生
堡
翼
の
差
額

　

徴
収
、
付
添
看
護
料
の
負
柑
解
消

　

⑨
身
障
福
祉
法
の
対
象
拡
大
⑩
世

　

帯
更
生
資
金
の
貸
付
額
増
額
③
内

　

部
障
害
、
労
災
・
職
業
病
患
者
に

　

も
国
鉄
運
賃
割
引
童
ぶ
肩
障
福

　

祉
法
の
障
害
等
級
改
正
⑩
障
害
蕎

　

抑
啄
、
医
療
費
控
除
の
引
き
上
げ

五
、
思
者
、
障
害
者
の
雇
用
対
策
の

　

拡
充

　

①
身
障
者
雇
用
促
進
法
の
適
用
対

　

象
拡
大
な
ど
抜
本
的
改
正
②
内
部

　

障
害
者
の
就
業
禁
止
規
定
の
改
正

　

③
患
者
・
障
｀
暑
の
首
切
り
、
就

　

業
拒
否
を
な
く
す
た
め
の
指
導
強

　

化
④
内
部
障
害
者
の
雇
用
促
進
の

　

た
め
の
職
安
、
企
業
と
の
懇
談
会

　

⑤
職
業
訓
練
校
の
増
設
と
改
善

六
、
労
災
保
険
制
度
の
抜
本
改
正

　

①
損
害
賠
償
金
と
労
災
保
険
給
付

　

支
給
停
止
に
反
対
②
岩
災
保
険
制

　

度
査
現
状
に
見
合
っ
て
改
正
③
労

　

災
、
職
業
病
か
く
し
、
業
務
上
認

　

定
の
さ
ば
り
な
ど
を
や
め
さ
せ
る

　

制
度
改
正
④
業
務
上
認
定
は
す
み

　

や
か
に
⑤
労
災
の
防
止
、
職
業
病

　

予
防
と
発
生
の
届
出
義
務
化
⑥
研

　

究
促
進
、
治
療
法
の
確
立
⑦
職
場

　

復
帰
ま
で
の
身
分
、
医
療
の
完
全

　

補
償
⑧
思
者
、
家
族
の
生
活
補
償
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実
態
調
査
結
果
を
発
表

身
障
者
1
9
7
万
人

　

去
る
二
月
十
五
日
に
厚
生
省
が
、

全
国
千
八
百
地
区
か
ら
抽
出
し
て
お

こ
な
っ
た
身
体
障
害
者
実
態
調
査
の

第
一
次
集
計
が
零
と
ま
り
、
こ
の
ほ

ど
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
調
査
は
、
身
体
障
害
者
の

　

「
障
害
別
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
等
今

後
に
お
け
る
身
体
障
害
者
福
祉
対

策
、
特
に
在
宅
障
害
者
対
策
の
企
画

更生医療育成医療等徴収基準額表

(55年４月１日より直用)

厚生省

推
進
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ

と
」
な
ど
を
目
的
に
お
こ
な
わ
れ
た

も
の
で
す
。

　

発
表
に
よ
る
と
、
全
国
の
十
八
歳

以
上
の
身
体
障
害
者
の
総
数
は
百
九

十
七
万
心
平
人
（
人
口
比
二
・
四
ど
）

と
推
計
さ
れ
、
前
回
（
昭
和
四
十
五

年
十
月
）
と
比
較
し
て
六
十
六
万
三

千
人
、
五
〇
・
五
む
の
増
加
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
障
害
種
別
に
み

る
と
、
肢
体
不
自
由
が
五
七
賀
、
視

覚
障
曹
が
一
七
ご
、
聴
覚
障
害
が
一

六
び
、
内
部
障
害
が
Ｉ
〇
廿
と
な
っ

て
い
串
ｙ
が
、
増
加
率
で
み
る
と
内

部
障
害
は
前
回
と
比
べ
て
三
倍
近
く

増
え
て
い
る
の
が
陣
目
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
他
の
特
懲
夕
じ
て
は
、
六

十
五
歳
以
上
の
高
齢
の
障
害
者
が
増

え
て
い
る
こ
と
（
全
体
の
四
丁
九

む
Ｉ
前
回
は
三
三
・
七
む
）
、
人
□

比
で
は
千
人
に
対
し
二
三
・
七
九
人

の
障
貫
百
が
い
る
こ
と
、
身
障
一
、

二
級
の
重
度
障
害
者
が
三
二
・
八
智

　

（
前
回
二
六
・
五
ど
）
増
え
て
い
る

こ
と
、
前
回
調
章
こ
比
べ
、
脳
卒
中

等
の
そ
の
他
の
疾
患
、
交
通
事
故
に

よ
る
障
害
者
の
増
加
が
目
立
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
何
ら
か
の
公
的
年
金
を
受

給
し
て
い
る
身
障
者
は
六
九
貿
で
、

三
一
賀
の
身
障
者
が
受
給
し
て
い
な

い
、
何
ら
か
の
手
当
を
受
給
し
て
い

る
者
は
わ
ず
か
一
八
・
八
郷
で
、
八

丁
二
郷
が
何
の
手
当
も
受
給
し
て

い
な
い
、
鼓
業
率
は
三
二
・
三
郷
で

前
回
（
四
四
・
一
が
）
よ
哨
底
下
し

て
い
る
な
ど
も
特
徴
で
す
。

世帯９層区分 徴収基準
　（月）額

加算基準
（月）額

Å 生活保護法による破保護世帯 o円 o円

Ｂ 市町村民税非課税世帯

Ci

C2

所得税非

課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯
(均等割のみ課税)

3.200 320

市町村民税所得割課税世帯 3.800 380

Di

所得税課

税世帯の

年所得税

額の区分

別世帯

前年･度分所得税4.800円以下 4.700 470

D2 ・　4.801～9,600円 5,300 530

D3 s　9; 601～16,800 5.900 590

D4 〃　16,801～24,000 6,700 670

D5 〃　24,001～33,400 7,800 780

D6 〃　32,401～42,000 8.900 890

D7 タ　42,001～92,400 11,800 1,180

D8 〃　92.401～120,000 14,000 1,400

Ｄ９ 〃　120,001～156,000 17.300 1,730

Dio 〃　156,001～198,000 21,100 2,110

Du 〃　198.001～257,500 27,400 2,740

D12 j　287.501～397,000 33.600 3.360

D13 〃　397,001～929.400 39,800 3,980

D14 〃　929.401～1,500,000 65,000 6,500

Dis 〃　1,500,001円以上 全額 駈≫

【
六
月
】

▼
1
5
日
各
種
共
済
年
金
制
度

の
基
本
的
あ
り
方
を
横
断
的
に

検
討
す
る
と
し
て
、
大
蔵
省
が

共
済
年
金
制
度
基
本
問
題
研
究

会
を
発
足
さ
せ
る

▼
１
７
日
厚
生
省
は
事
務
次
官

を
本
部
長
と
す
る
「
老
人
医
僚

保
健
対
策
本
部
」
を
設
置

j?{ｘぶぷご:;ごで2:s･二万IJ:･･s:ｇ:

吏

　

……………謡八……………

§
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会
を
開
き
、
医
療
経
済
実
態
調

査
、
健
保
法
問
題
、
医
療
費
改

定
問
題
な
ど
を
協
議

▼
1
8
日
厚
生
省
は
、
医
療
機

関
が
薬
の
卸
売
業
を
兼
ね
る
い

わ
ゆ
る
。
ト
ン
ネ
ル
卸
”
の
実

態
調
査
結
集
を
発
表

管
健
保
、
船
員
保
険
の
被
保
険

者
に
医
療
費
通
知
を
お
こ
な
う

K
M
を
発
表
。
七
月
一
日
付
で

都
道
府
県
知
事
宛
の
通
知
を
発

し
た

▼
5
0
日
社
会
保
障
制
度
審
議

会
は
全
員
委
員
会
を
開
き
、
老

人
保
健
医
療
対
策
を
協
議

▼の財相▼－るラ度▼簡の▼
11構、と11

　

考ン予ア易平２･･
５鸞宍倉日1かこ素゜゛索「1 1s

社提て｀野科をのー大襄命星月
会案¬老

　

゜明必笑蔵－１

　

｀“
保し老人晨を

　

要

　

省を昭省
障た人保相作ら

　　

ヽは発和は
制

　

福健は成を警

　

五表五－
度

　

祉医竹

　

に強澄十

　

十日
審

　

税直下

　

し調の六

　

四本
議

　

｀-の蔵

　

たす八年

　

年人

会
・
健
保
問
題
等
懇
談
会
は
、

老
人
保
健
医
累
制
度
の
検
討
に

関
連
し
て
検
討
項
目
を
き
め
た

▼
1
6
日
野
呂
厚
相
、
退
任
の

記
袁
筧
で
、
老
人
保
健
医
療

に
関
連
し
て
、
目
的
税
の
創
設

を
再
び
主
張

▼
１
７
日
鈴
木
新
内
閣
発
足
、

▼
5
0
日
社
会
保
険
庁
は
、
政
厚
相
に
斉
藤
邦
吉
氏
就
任
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（８？９８０年８月１日
１療医とやじんカI

第５８号（第三種郵便物認可）

死

　

の

　

宣

　
　
　

が
ん

告

　

か

　

ら

ば
っ
た
私
の
む
す
め

全
国
心
臓
病
の
子
ど
も
を
守
６
会
石

　

尾

　

林

　

私
は
娘
千
絵
は
、
昭
和
五
十
一
年

　

日
赤
の
先
生
に
大
血
管
転
位
症
と

三
月
に
生
ま
れ
、
十
二
日
目
に
し
て
診
断
さ
れ
、
一
日
も
早
く
東
京
の
病

心
臓
が
悪
い
と
医
者
に
宣
告
さ
れ
、

谷
底
に
突
き
落
さ
れ
た
よ
う
な
シ
。

″
ク
で
し
た
。
四
年
目
に
や
っ
と
で

き
た
子
供
が
病
気
で
、
私
は
ど
ろ
し

て
い
い
の
か
分
享
え
い
て
ば
か
り

の
日
々
で
し
た
。

　

娘
は
熊
本
の
日
赤
病
院
で
入
院
生

活
を
送
り
ま
し
た
が
、
保
育
器
の
中

で
苦
し
そ
う
に
寝
て
い
る
の
を
見

て
、
何
度
琲
と
い
っ
し
ょ
に
死
の
う

と
考
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

院
に
行
っ
て
検
査
を
し
な
さ
い
と
い

わ
れ
、
束
京
女
子
医
大
に
紹
介
状
を

当
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

女
Ｆ
医
大
の
高
尾
先
生
に
見
て
い

た
だ
い
た
ら
、
「
こ
の
子
、
こ
の
ま

ま
放
っ
て
お
く
と
小
学
校
に
行
く
前

に
死
ぬ
よ
」
と
言
わ
れ
、
直
ち
に
入

院
の
手
続
き
、
三
日
後
に
は
ま
た
も

入
院
、
五
卜
一
年
六
月
末
カ
テ
ー
テ

ル
の
検
査
を
し
、
そ
の
結
果
、
先
生

が
「
お
母
さ
ん
、
思
っ
て
い
た
よ
り

軽
か
っ
た
で
す
よ
」
と
い
わ
れ
、
胸

を
な
で
お
ろ
し
ま
し
た
。
検
査
の
結

果
、
病
名
は
フ
″
ロ
ー
四
懲
正
で
し

た
。
私
も
主
人
も
病
名
を
聞
い
て
も

ど
れ
ほ
ど
悪
い
の
か
さ
え
わ
か
ら
ず

先
生
に
詳
し
く
説
明
し
て
い
た
だ
き

や
っ
と
わ
か
っ
た
次
第
で
す
。
そ
れ

で
も
心
瞰
病
の
中
で
は
や
は
り
重
い

ほ
う
な
の
で
す
。

　

や
が
て
娘
は
短
絡
手
術
を
受
け
ま

し
た
。
小
さ
な
体
で
良
く
が
ん
ば
っ

で
く
れ
た
娘
を
見
て
可
愛
そ
う
で

＝
。
代
れ
る
も
の
な
ら
代
っ
て
や
り

次

た
い
。

　

私
も
娘
の
付
添
い
で
四
十
日
間
の

病
院
生
活
の
中
で
、
病
室
の
皆
様
に

あ
た
た
か
い
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い

た
だ
き
、
次
第
に
私
の
心
私
落
謳
｀

書
勇
気
づ
け
ら
れ
ま
し
芯

　

そ
の
千
雛
か
耳
子
ぐ
四
歳
、
病

状
も
安
定
し
て
五
か
月
に
一
度
、
病

院
に
定
期
検
診
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

心
臓
病
の
子
ど
も
を
守
る
会
に
入

会
し
、
沢
山
の
方
が
手
術
か
す
み
、

元
気
に
学
校
へ
行
っ
て
お
ら
れ
る
の

を
聞
き
、
安
心
し
て
い
ま
す
。

事例を通して複雑な諸制度を解説した待望の指針書／

医療福祉やこれと関連深い分野の現場で実際に相談

活動に携っている方々の共同執筆により、多くの事

例を通していりくんだ諸制皮をわかりやすく解説。

さまざまな法制度を駆使して患者家族のかかえる種

々の社会問題の解決をはかるための格好の指針書。

〔内容〕婦人・母了の福祉／児収の福祉／生活・職業の

保障／医療の保陣／災害の補償／身体障害占の柚祉／精

神障害者の福祉／老人の福祉／法律・雌婚などの柑談

●児島美都子・大野勇夫
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休刊のお知らせ

　

本
誌
は
、
一
九
七
五
年
十
一

月
に
創
設
以
来
、
多
く
の
困
難

を
と
も
な
い
な
が
ら
も
定
期
発

刊
を
守
り
、
患
者
運
動
の
発
展

と
医
療
や
福
祉
の
拡
充
に
一
定

の
役
割
を
果
た
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。
こ
れ
も
読
者
の
皆
様
や

多
く
の
関
係
諸
団
体
の
皆
様
方

の
激
励
の
腸
物
と
深
く
感
謝
し

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
最
近
の
あ
い
つ
ぐ

公
共
料
金
を
は
じ
め
と
す
る
諸

物
価
の
高
騰
は
、
各
患
者
団
体

の
運
営
を
極
め
て
困
難
な
も
の

に
し
て
お
り
ま
す
。
当
会
に
お

い
て
私
例
外
で
は
な
く
、
従
来

の
発
行
体
制
を
維
持
し
て
い
く

こ
と
に
少
な
が
ら
ぬ
困
難
が
生

じ
て
い
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
本
誌
次
号

を
と
り
あ
４
　
洙
刊
す
る
措
置

を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

永
年
に
わ
た
っ
て
ご
愛
読
い
た

だ
い
た
読
者
の
皆
様
に
は
大
変

ご
迷
惑
を
わ
か
け
い
た
し
ま
す

が
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ

ろ
罵
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

な
お
、
今
後
の
本
誌
の
発
行

体
制
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
会

内
部
で
早
急
に
十
分
な
検
討
を

し
、
読
者
の
皆
様
の
ご
期
待
に

心
え
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
て
い

く
決
意
で
す
。
今
後
も
当
会
へ

の
一
層
の
ご
支
援
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

全
国
患
者
団
体
連
絡
協
議
会
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